
産業建設常任委員会資料
都市安全部　道路管理課

議案第１０４号～第１０７号                  　市道路線の認定、認定変更及び認定廃止について

起終点地番
土地の表示 設備

帰属者(起業者)及び寄付者の住所 最大 舗装

帰属者(起業者)及び寄付者 最小 側溝
平井6丁目70番24～平井6丁目70番36
平井6丁目70番
川西市小花2丁目10番2号プライムコート川西 最大 6.20m あり
たいせい住宅兵庫株式会社 最小 6.00m あり
仁川清風台5番33～仁川清風台5番50
仁川清風台5番31
宝塚市逆瀬川1丁目14番6号 最大 6.00m あり
株式会社ウィル 最小 6.00m あり

新規認定 2議案 ・ 2路線

起終点地番
土地の表示 設備

帰属者(起業者)及び寄付者の住所 最大 舗装
帰属者(起業者)及び寄付者 最小 側溝

変更前 ｱｽﾌｧﾙﾄ
山本丸橋1丁目62番6～山本丸橋1丁目57番10 最大 　6.00m あり

最小 5.30m あり
変更後 ｱｽﾌｧﾙﾄ
山本丸橋1丁目57番1～山本丸橋1丁目55番2 最大 6.00m あり

最小 5.30m あり
認定変更 1議案 ・ 1路線

起終点地番
土地の表示 設備

帰属者(起業者)及び寄付者の住所 最大 舗装
帰属者(起業者)及び寄付者 最小 側溝

川面字西ヒヨ35番～川面字西ヒヨ47番

最大 0.90m あり
最小 0.90m なし

全部廃止 1議案 ・ 1路線

10５ 4524

122.25m ｱｽﾌｧﾙﾄ

延長(ｍ)

幅
員

都市計画法第39条の管理引継及び同法第
40条第2項による土地の帰属

都市計画法第39条の管理引継及び同法第
40条第2項による土地の帰属

議案
番号

路線
番号

備考
延長(ｍ)

幅
員

資料1　　提出議案一覧表

議案
番号

路線
番号

備考

10４ 4523

166.35m ｱｽﾌｧﾙﾄ

幅
員

106 4317

86.00m 都市計画法第39条による管理引継ぎ及
び都市計画法第40条第2項による土地
の帰属に伴う終点の変更

145.25m

10７ 631

18.00m
昭和37年12月18日認定
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